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１ 私立学校法改正の概要・経緯（文部科学省資料Ｐ４～７） 

 

今回の法改

正でメイン

となる部分 
 
かつ  
各学校法人

に影響の大

きい部分 
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２ 私立学校法改正と寄附行為変更認可申請のスケジュール 

  

今回はこの部分をメインに説明する予定です。 
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改正法施行の

直後に対応が

求められる部

分のため、現時

点から準備を

行う必要があ

る。 
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３ 私立学校法改正のポイント 

 ① 理事・評議員の選任手続 

  ・理事選任機関として考えられるもの 

ア評議員会、イ宗教法人、ウ理事会、エその他団体 

    → このうちア以外の団体からの選任の場合、評議員会への意見聴

取が必須になる。 

  ・園長理事（校長理事） 

園長となった際に自動で選任されることはなくなり、評議員会の意 

見聴取が必要になる。仮に、評議員会等で理事に認められない場合、別

人を園長（校長）とし、理事を選任する対応が必要となることもある。 

  ・監事の選任 

評議員会の意見を聞いて理事長が選任ではなくなり、評議員会が選任

することになる。 
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  ・理事と評議員の兼職が禁止。これに伴い、評議員の定数が「理事の２

倍を超える数」から「理事を超える数」に変更。 

  ・職員評議員は１人以上かつ評議員の総数の１／３以内。 

   → 現行法では、職員であり、かつ卒業生の評議員は、１号評議員

（職員評議員）又は２号評議員（卒業生評議員）のどちらに充てて

も良い運用であったが、改正法では、卒業生評議員は職員以外から

選任することとされたため、この点留意が必要。 

   → 文科省説明資料Ｐ１０の※３記載のとおり、令和７年度最初の定

時評議員会終結時には、上記要件を満たしておく必要があるため、

それに向けた体制とできるよう準備しておく必要がある。 

    〔具体例〕 

ⅰ 卒業生評議員が職員しかいないため、職員以外の卒業生で評 

議員就任予定者を確保する 

ⅱ 職員評議員の割合が多いため、職員以外の候補者を確保する 

ⅲ 理事と評議員を兼務している者について、兼務解消後、理事又

は評議員のいずれで残留するのか決め、不足が生じる場合は代替

者を確保する  など 
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② 評議員会の位置づけ 

  ・諮問機関のみの位置づけから、監視・牽制機能等を強化され、職務 

が大幅に増加 

   → 法改正後に評議員に就任する者に対し、就任前の時点でこの点 

を理解いただくことが必要 

  ・特に、理事の選任に関する職務は、選任の都度生じるものであり、現

行法にはない手続きである。そのため、この手続は監視・牽制機能の

観点から必要なものであることを理解いただいた上で、その理事に問

題があった場合など、その選任した責任だけでなく、場合によって

は、その理事に対しどのような対応をしたかの説明をする必要がある

ことなども理解いただくことが必要。 

    → 現行法の立ち位置のままではいられなくなる。 
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 ③ 理事・監事・評議員の構成に関する要件 

   ・選任の事務を行う際に以下の要件を確認することが必要 
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④ 理事・監事・評議員の任期 

  ・文科省説明資料Ｐ３５の冒頭記載のとおり、法改正により任期の終期

が「年度最初の定時評議員会の終結の時」に固定されることとなり、

結果的に始期も固定されることとなる。 

  ・任期の年数は〔理事の任期年数（４年以内）〕≦〔評議員・監事の任 

期年数（６年以内）〕で設定 

・今後、法改正前に任期満了を迎え選任替えを行う学校法人について

は、理事・監事・評議員の終期に関し、文科省説明資料Ｐ３６からＰ

４１の記載内容に理解した上で対応すること。 
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 ⑤ 理事等の選任手続きの流れと注意点について 

   ・理事選任機関を寄附行為にどう位置付けるかで選任手続が変わる 

 



26 
 

 

  



27 
 

 

  



28 
 

※ 参考 選任の流れ 
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 ⑥ 理事、監事及び評議員の選任時に考慮すべき資質 

  理 事：改正法第 30条第１項 

      理事は、私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学

校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者

のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、理事選任

機関が選任する。 

  監 事：改正法第 45条第１項 

      監事は、学校運営その他の学校法人の業務又は財務管理につい

て識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところ

により、評議員会の決議によつて、選任する。 

  評議員：改正法第 61条第１項 

      評議員は、当該学校法人の設置する私立学校の教育又は研究の

特性を理解し、学校法人の適正な運営に必要な識見を有する者

のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、選任する。 

改正法第 61条第２項  

評議員の選任は、評議員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生

じないように配慮して行わなければならない。 
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４ 寄附行為変更認可申請書の作成 

  これまで、私立学校法改正に伴う寄附行為の変更認可については、こ

こまで大規模な改正でなかったため、原則新旧対照表が必要であった。 

  今回の改正は、学校法人運営に係る部分が全面的に改正されたことか

ら、寄附行為の冒頭と附則の設立当初の役員以外の寄附行為の条文を全

て改正する全部改正を行うことで、新旧対照表の作成を要しない運用が

できるものとした。 

  従って、全部改正の場合、寄附行為変更認可申請書、改正後の寄附行

為本文、理事会等の議事録の添付のみで認可申請することができる。 

  なお、国から寄附行為標準例が示されたところであるが、法改正に伴

い整理される私立学校法施行令や同施行規則が通知されていないため、

現時点の本県の寄附行為標準例を正式に通知できる状況ではないが、本

日未定稿版で標準例の新旧対照表を作成したので、各法人で寄附行為が

どのように変更になるのかイメージを持っていただきたい。 

  現時点で、理事選任機関を評議員会とするパターンの標準例と評議員

会以外の理事選任機関を置くパターンの寄附行為標準例を作成すること

を予定している。 


